
第１号様式（第７条関係） 

 

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

 

東京都北区長 殿 

 

                申請者の住所                     

申請者の名称                     

代表者の役職名・氏名                 

 

  年度東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業について補助金の交付を

受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額  

                   

 金             円 

（内訳）運営経費（報償費・設備整備費を除く。） 金       円 

運営経費（報償費）           金       円 

運営経費（設備整備費）         金       円 

【設備整備費申請理由：                          】 

 

２ 交付を希望する時期 

 

      年  月 

 

３ 添付書類 

 （１）事業計画書 

 （２）事業収支計画書 

 （３）事業資金計画書 

（４）団体の定款又は規約及び役員名簿 

（５）その他区長が必要と認める書類（団体の活動内容を記載したパンフレット等） 



第２号様式（第８条関係） 

 

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金交付決定通知書 

 

  文書番号 

  年  月  日 

 

              様 

 

 

  東京都北区長         印 

 

 

  年  月  日付をもって申請のあった東京都北区子どもの居場所づくり（子ど

も食堂）支援事業補助金について、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業名      年度東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業 

 

 

２ 補助内示金額                円 

  （内訳）運営経費（報償費・設備整備費を除く。）   金       円 

運営経費（報償費）             金       円 

運営経費（設備整備費）           金       円 

 

 

３ 補助金交付予定時期      年  月 

 

 

４ 補助条件 

(１) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(区長が認める軽微な変更を除

く。)をする場合においては、区長の承認を受けること。 

(２) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、区長の承認を受けること。 

(３) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに区長に報告してその指示を受けること。 

(４) この交付決定に対して不服がある場合における申請を取り下げることができる期

間は、この交付決定通知受領の日から１４日以内とする。 



第３号様式（第８条関係） 

 

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金不交付決定通知書 

 

  文書番号 

  年  月  日 

 

              様 

 

 

  東京都北区長         印 

 

 

  年  月  日付をもって申請のあった東京都北区子どもの居場所づくり（子ど

も食堂）支援事業補助金については、下記の理由により補助の対象となりませんでしたので、

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金交付要綱第８条の規定に基

づき通知します。 

 
記 

 
 

 
 

不交付の理由 

 

 
 



第４号様式（第１０条関係） 

 

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業変更申請書 

 

  年  月  日 

 

東京都北区長 殿 

 

 

                申請者の住所                     

申請者の名称                     

代表者の役職名・氏名                 

 

 

  年  月  日付  第   号により補助金の交付決定を受けました事業について、

事業内容の変更を行いたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業名 
   年度東京都北区子どもの居場所づくり（子ども

食堂）支援事業 

２ 補助内示金額 円 

３ 交付決定通知書の受領年月日  

４ 変更の理由  

５ 変更の内容  

６ 変更予定年月日  

７ 変更後の交付申請額 円 

 



第５号様式（第１０条関係） 

 

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金変更交付決定通知書 

 

  文書番号 

  年  月  日 

 

              様 

 

 

  東京都北区長         印 

 

 

  年  月  日付をもって申請のあった東京都北区子どもの居場所づくり（子ど

も食堂）支援事業補助金について、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業名      年度東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業 

 

 

２ 補助内示金額                円 

  （内訳）運営経費（報償費・設備整備費を除く）   金       円 

運営経費（報償費）            金       円 

運営経費（設備整備費）          金       円 

 

 

３ 補助金交付予定時期      年  月 

 

 

４ 補助条件 

(１) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(区長が認める軽微な変更を除

く。)をする場合においては、区長の承認を受けること。 

(２) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、区長の承認を受けること。 

(３) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに区長に報告してその指示を受けること。 

(４) この交付決定に対して不服がある場合における申請を取り下げることができる期

間は、この交付決定通知受領の日から１４日以内とする。 



第６号様式（第１１条関係） 

 

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業中止・廃止申請書 

 

  年  月  日 

 

東京都北区長 殿 

 

 

                申請者の住所                     

申請者の名称                     

代表者の役職名・氏名                 

 

 

  年  月  日付  第   号により補助金の交付決定を受けました事業について、

事業内容の中止・廃止を行いたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業名 
     年度東京都北区子どもの居場所づくり

（子ども食堂）支援事業 

２ 補助内示金額 円 

３ 交付決定通知書の受領年月日  

４ 中止・廃止の理由  

５ 中止・廃止予定年月日  

 



第７号様式（第１１条、第１７条関係） 

 

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金交付決定取消通知書 

 

  文書番号 

  年  月  日 

 

              様 

 

 

  東京都北区長         印 

 

 

  年  月  日付をもって申請のあった東京都北区子どもの居場所づくり（子ど

も食堂）支援事業中止・廃止申請について、承認いたしましたので、東京都北区子どもの居

場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金交付要綱第 条の規定に基づき通知します。 



第８号様式の１（第１３条関係） 

 

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業実績報告書 

 

  年  月  日 

 

東京都北区長 殿 

 

 

                 申請者の住所                  

申請者の名称                  

代表者の役職名・氏名              

 

 

  年  月  日付  第   号により補助金の交付決定を受けました事業の実

績について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業名      年度東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業 

 

 

２ 補助事業の実施期間      年  月  日 から 

                 年  月  日 まで 

 

 

３ 補助事業の実施状況（添付書類）  （１） 事業実施報告書 

                   （２） 事業収支報告書 

                   （３） 事業資金報告書 

（４） 領収書及び納品書等 

 

              

４ 補助金の交付決定額と精算額 

補助金の交付決定額               円 

   (補助金の既交付額)   (            円) 

   補助金の精算額                 円 

 

 



 

第８号様式の２（第１３条関係） 
 

年度東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業実施報告書 

実施時期 取組項目 

４月  

５月  

６月  

７月  

８月  

９月  

10月  

11月  

12月  

１月  

２月  

３月  

 



第８号様式の３（第１３条関係）

団体名(　　　　　　　　　　　　　　　　)

１　収入

科目

合計

２　支出

費目 決算額
うち補助
対象経費

対象外

補助
対象

対象外

対象外

補助
対象

対象外

補助
対象

対象外

補助
対象

補助
対象

対象外

積算内訳

補助
対象

合計

       年度東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業
収支報告書

決算額 内訳



第８号様式の４（第１３条関係）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

北区補助金

計

計

差引残高

　　　　　年度東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業資金報告書

月

収
入

支
出



第９号様式（第１４条関係） 

 

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金確定通知書 

 

文書番号 

                        年  月  日 

 

             様 

 

 

東京都北区長        印 

 

 

  年  月  日付東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事

業実績報告書により、    年度東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）

支援事業補助金の額を下記のとおり確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業名  年度東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業 

 

 

２ 補助確定金額               円 

（内訳）運営経費（報償費・設備整備費を除く。）   金       円 

運営経費（報償費）             金       円 

運営経費（設備整備費）           金       円 

 

３ 留意事項 

（１）補助金の概算払を受けた補助団体は、確定した補助金の額が事前に交付を受け

た額に満たない場合は、その満たない額を速やかに返還すること。 

（２）（１）の場合において、補助金を返還することとなった場合において、区長が納

期日を定めて支払を督促したにもかかわらず、これを当該納期日までに納付しなか

ったときは、当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、

年１０．９５％の割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付する

こと。 



第１０号様式（第１５条関係） 

 
                      

 
 

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金 
請求書 

 
 
 
 

 
 
  金  

   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  円  

 
 
 
 
     年度東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金として 
 
     上記の金額を請求します。 
 
 
 
 
         年  月    日 
 
 
 
      東京都北区長   殿 
 
 
 
 
 
 
                           住   所  
 
                           団  体  名 
 
                           代表者の役職名・氏名                           



第１１号様式（第１６条関係） 

 
                      

 
 

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金 
概算払請求書 

 
 
 
 

 
 
  金  

   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  円  

 
 
 
 
     年度東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金として 
 
     上記の金額を請求します。 
 
 
 
 
         年  月    日 
 
 
 
      東京都北区長   殿 
 
 
 
 
 
 
                           住   所  
 
                           団  体  名 
 
                           代表者の役職名・氏名                           



第１２号様式（第１６条関係） 
 
                      
 

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金精算書 
 

 
 
 
  

 受 入 額 
Ａ 

 
                               円 

 

精 算 額 
Ｂ 

 
                                            円 

差 引 額 
Ｃ＝Ａ－Ｂ 

 
                                            円 

 
 
 
   上記のとおり、    年度東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金

を精算します。 
 
                                                               年  月  日 
 
 
 
     東京都北区長  殿 
 
 
 
 
 
 
                                           住   所 
 
 
                                           団 体 名 
 
 
                                           代表者の役職名・氏名                      
 
 
 
 



第１３号様式（第２１条関係） 

 

東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金における 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

  年  月  日 

 

東京都北区長 殿 

 

                申請者の住所                     

申請者の名称                     

代表者の役職名・氏名                 

                           

  

    年 月 日付  第  号で交付の決定（又は変更決定）を受けた補助金に係る消

費税及び地方交付税に係る仕入控除額について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

１ 東京都北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金交付要綱第１４条の

規定による補助金の確定額（  年 月 日付  第   号による補助確定額）    

                            

金                円 

 

 

２  消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕 

入控除税額（補助金返還相当額）        

 

金               円 

 

３ 添付書類 

  記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把握 

できる資料、特定収入の割合を確認できる資料）を添付する。 

 


